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（下線の部分は修正部分） 

火山災害対策編 第 1章 総則 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-1-1 

 

 

第 3節 火山防災の基本理念 

 

1 関係機関との連携 

火山災害は、次のような特徴を有すること

から、行政機関、防災関係機関、学識者にお

いては、共通認識の下、役割分担を明確にし

た上で、互いに連携し、一体となって防災対

策を進めることが必要である。 

特に、火山災害の特殊性に鑑み、学識者等

専門家との緊密な連携を図るものとする。 

 

（1）～（4） ［略］ 

 

2 ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3節 火山防災の基本理念 

 

1 関係機関との連携 

火山災害は、次のような特徴を有すること

から、行政機関、防災関係機関、学識者にお

いては、県が設置する火山防災協議会の共同

検討を通じて、役割分担を明確にした上で、

互いに連携し、火山防災対策を進めることが

必要である。 

特に、火山災害の特殊性に鑑み、学識者等

専門家との緊密な連携を図るものとする。 

（1）～（4） ［略］ 

 

2 ［略］ 

 

修正 

理由 

 防災基本計画（平成 23 年 12 月 27 日修正）の修正に伴い、関係機関の連携について修正 
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火山災害対策編 第 1章 総則 

頁 現   計   画 修   正   案 

新 設

（3-1-2

の第 6

節 の

前） 

 

 

 第 5節の 2 災害時における個人情報の取扱い 

 

【本編・第 1章・第 3 節の 2 参照】 

修正 

理由 

 東日本大震災津波に係る災害対応を踏まえ、災害時における個人情報の取扱いについて追加 
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ページ調整（余白） 
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火山災害対策編 第 1章 総則 

頁 現   計   画 

3-1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 6節 防災関係機関の責務及び業務の大綱 

 

第 1 ［略］ 

 

第 2 ［略］ 

1 ［略］ 

2 指定地方行政機関 

機関名 業  務  の  大  綱 

 ［略］ 

東北農政局 (1)～(4) ［略］ 

(5) 天災金融の確保に関すること。 

(6) ［略］ 

 ［略］ 

仙台管区気象台 

〔盛岡地方気象台〕 

(1) ［略］ 

(2) 気象、地象及び水象の予報並びに警報・注意報、情報等の

防災気象情報の発表及び伝達に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ［略］ 

  

修正 

理由 
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火山災害対策編 第 1章 総則 

頁 修   正   案 

3-1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 6節 防災関係機関の責務及び業務の大綱 

 

第 1 ［略］ 

 

第 2 ［略］ 

1 ［略］ 

2 指定地方行政機関 

機関名 業  務  の  大  綱 

 ［略］ 

東北農政局 (1)～(4) ［略］ 

(5) 災害資金の融通に関すること。 

(6) ［略］ 

 ［略］ 

仙台管区気象台 

〔盛岡地方気象台〕 

(1) ［略］ 

(2) 気象業務に必要な観測体制の充実並びに予報、通信等の施

設及び設備の整備に関すること。 

(3) 気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地

震動に限る。）及び水象の予報及び警報･注意報並びに台風、

大雨、竜巻等突風に関する情報等の適時・的確な防災機関へ

の伝達、並びにこれらの機関や報道機関を通じた住民への周

知に関すること。 

(4) 気象庁が発表する緊急地震速報（警報）の利用の心得など

の周知・広報に関すること。 

(5) 市町村が行う避難勧告等の判断・伝達マニュアルやハザー

ドマップ等の作成に係る技術的な支援・協力に関すること。 

(6) 災害の発生が予想されるときや災害発生時において、県及

び市町村に対する気象状況の推移やその予想の解説等の実

施に関すること。 

(7) 都道府県、市町村その他の防災関係機関と連携した防災気

象情報の理解促進や防災知識の普及啓発活動に関すること。 

 ［略］ 
 

修正 

理由 

 東北農政局及び仙台管区気象台（盛岡地方気象台）の業務の見直し等に伴う修正 
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火山災害対策編 第 1章 総則 

頁 現   計   画 

3-1-4 

3-1-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3・4 ［略］ 

5 指定地方公共機関 

機関名 業  務  の  大  綱 

(株)アイビーシー岩手放送 

(株)テレビ岩手 

(株)岩手めんこいテレビ 

(株)岩手朝日テレビ 

(株)エフエム岩手 

 ［略］ 

 ［略］ 

(社)岩手県医師会 

(社)岩手県歯科医師会 

(1) 医療救護に関すること。 

(2) ［略］ 

6 ［略］  

修正 

理由 

 

  



7 

 

火山災害対策編 第 1章 総則 

頁 修   正   案 

3-1-4 

3-1-5 

 

 

 

 

 

 

3・4 ［略］ 

5 指定地方公共機関 

機関名 業  務  の  大  綱 

(株)ＩＢＣ岩手放送 

(株)テレビ岩手 

(株)岩手めんこいテレビ 

(株)岩手朝日テレビ 

(株)エフエム岩手 

 ［略］ 

 ［略］ 

(社)岩手県医師会 

(社)岩手県歯科医師会 

(1) 医療救護又は歯科医療救護に関すること。 

(2) ［略］ 

6 ［略］  

修正 

理由 

1 機関名の修正 

2 (社)岩手県歯科医師会との災害時の歯科医療救護に関する協定の締結に伴う修正 
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火山災害対策編 第 1章 総則 

頁 現   計   画 

3-1-6 

 

 

 

 

3-1-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1-8 

第 7節 県土の概況 

 

1・2 ［略］ 

3 地勢、地質 

（1）～（3） ［略］ 

（4）火山 

ア 概況 

本県に影響を与える活火山は、奥羽山脈の北から八幡平、岩手山、秋田駒ケ岳、栗駒山

の 4火山である。岩手山は平成 10 年から地震等火山活動が活発化した。火山学的に評価さ

れた過去の火山活動度に基づき、岩手山、秋田駒ケ岳、栗駒山はランクＢ、八幡平はラン

クＣに分類（ランク分け）されている。 

4 火山の影響を受ける市町村 

区 分 八幡平 岩 手 山  秋田駒ヶ岳 栗駒山 

影響を受け

る市町村 

八幡平市 盛岡市、八幡平市、雫石

町、滝沢村 

雫石町 一関市 

 

 

 

イ 各火山の状況 

① ［略］ 

② 岩手山 

玄武岩・安山岩の西岩手・東岩手の 2 成層火山が結合した火山である。東岩手山の方

が新しく、薬師火口内にある中央火口丘・妙高岳では、数箇所で弱い噴気が認められる。

有史後の噴火は、西岩手山大地獄谷（現在も硫気活動活発）での小爆発 1 回のほかは、

全て東岩手山である。爆発型噴火が特徴であるが溶岩を流出したこともある（17・18 世

紀）。 

平成 7年に初めて火山性微動が観測されて以降、平成 10 年 2 月から地震活動が活発化

し、6 月には盛岡気象台から今後さらに火山活動が活発化した場合には噴火のおそれもあ

るとの臨時火山情報が出された。その後、地震回数は減少したものの、通常の状態に比

べ高いレベルにあり、低周波地震・単色地震の発生、黒倉山・大地獄谷の活発な噴気現

象などから予断を許さない状況が続いた。 

岩手山の活動状況の詳細については、資料編 1－6－5（地震回数の推移は資料編 1－6

－6）のとおり。また、岩手山の噴火の歴史については、資料編 1－6－7のとおり。 

③ 秋田駒ヶ岳 

玄武岩・安山岩の二重式成層火山。山頂部北東側の北部カルデラと南西側の南部カル

デラが相接しており、カルデラ形成期の火砕流・降下火砕物が山麓や火山東方に分布す

る。今世紀初頭までは北部カルデラ内の硫黄沈殿物から硫気の上昇が認められていた。

有史以後は、南部カルデラで水蒸気爆発しか知られていなかったが、昭和 45～46 年の噴

火では同カルデラ内の女岳から溶岩流を流出し、小爆発をしきりに反復した。 

 

修正 

理由 
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火山災害対策編 第 1章 総則 

頁 修   正   案 

3-1-6 

 

 

 

 

3-1-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1-8 

第 7節 県土の概況 

 

1・2 ［略］ 

3 地勢、地質 

（1）～（3） ［略］ 

（4）火山 

ア 県内の活火山 

○ 火山噴火予知連絡会は、平成 15 年 1 月に「概ね過去 1万年以内に噴火した火山及び現

在噴気活動が認められる火山」を新たな活火山の定義とした。 

県内では、下記の 4火山が活火山として定義されている。 

火山名 火山周辺市町村 

八幡平 八幡平市 

岩手山 盛岡市、八幡平市、雫石町、滝沢村 

秋田駒ヶ岳 雫石町 

栗駒山 一関市、奥州市 

○ さらに、火山噴火予知連絡会は、平成 21 年 6 月に「火山防災のために監視・観測体制

の充実等が必要な火山」として、47 火山を選定した。 

県内では、岩手山、秋田駒ヶ岳及び栗駒山が選定されている。 

イ 各火山の状況 

① ［略］ 

② 岩手山 

玄武岩・安山岩の西岩手・東岩手の 2 成層火山が結合した火山である。東岩手山の方

が新しく、薬師火口内にある中央火口丘・妙高岳では、数箇所で弱い噴気が認められる。

有史後の噴火は、西岩手山大地獄谷（現在も硫気活動活発）での小爆発 1 回のほかは、

全て東岩手山である。爆発型噴火が特徴であるが溶岩を流出したこともある（17・18 世

紀）。 

平成 7年に初めて火山性微動が観測されて以降、平成 10 年 2 月から地震活動が活発化

し、6 月には盛岡地方気象台から今後さらに火山活動が活発化した場合には噴火のおそれ

もあるとの臨時火山情報が出された。その後、地震回数は減少したものの、通常の状態

に比べ高いレベルにあり、低周波地震・単色地震の発生、黒倉山・大地獄谷の活発な噴

気現象などから予断を許さない状況が続いた。 

岩手山の活動状況の詳細については、資料編 1－6－5（地震回数の推移は資料編 1－6

－6）のとおり。また、岩手山の噴火の歴史については、資料編 1－6－7のとおり。 

③ 秋田駒ヶ岳 

玄武岩・安山岩の二重式成層火山。山頂部北東側の北部カルデラと南西側の南部カル

デラが相接しており、カルデラ形成期の火砕流・降下火砕物が山麓や火山東方に分布す

る。20 世紀初頭までは北部カルデラ内の硫黄沈殿物から硫気の上昇が認められていた。

有史以後は、南部カルデラで水蒸気爆発しか知られていなかったが、昭和 45～46 年の噴

火では同カルデラ内の女岳から溶岩流を流出し、小爆発をしきりに反復した。 

修正 

理由 

火山噴火予知連絡会による活火山の定義及び火山防災のために監視・観測体制の充実等が

必要な火山との整合性を図るための修正及び所要の整理 
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火山災害対策編 第 1章 総則 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-1-8 

 

3-1-9 

④ ［略］ 

ウ ［略］ 

4 ［略］ 

 

④ ［略］ 

ウ ［略］ 

4 ［略］ 

 

修正 

理由 
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火山災害対策編 第 2章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-2-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2-3 

 

 

 

 

 

3-2-4 

第 2節 防災知識普及計画 

 

第 1 ［略］ 

 

第 2 防災知識の普及 

1・2 ［略］ 

3 住民等に対する防災知識の普及 

○ ［略］ 

○ 防災知識の普及活動は、次の事項に重点

を置いて実施する。 

ア～オ ［略］ 

 

 

カ～コ ［略］ 

○ 火山災害の特性、平常時における心得、

災害時における心得、避難方法については、

次の事項を基本として普及を図る。 

ア ［略］ 

イ 平常時における心得 

①～⑤ ［略］ 

⑥ 非常持出品（救急箱、懐中電灯、ラ

ジオ、乾電池等）をリュックに入れて

準備しておく。 

ウ・エ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

4 ［略］ 

 

 

 

 

 

第 3 ［略］ 

第 2節 防災知識普及計画 

 

第 1 ［略］ 

 

第 2 防災知識の普及 

1・2 ［略］ 

3 住民等に対する防災知識の普及 

○ ［略］ 

○ 防災知識の普及活動は、次の事項に重点

を置いて実施する。 

ア～オ ［略］ 

カ 電気通信事業者が災害時に提供する伝

言サービスの仕組みや利用方法等 

キ～サ ［略］ 

○ 火山災害の特性、平常時における心得、

災害時における心得、避難方法については、

次の事項を基本として普及を図る。 

ア ［略］ 

イ 平常時における心得 

①～⑤ ［略］ 

⑥ 非常持出品（救急箱・お薬手帳、懐

中電灯、ラジオ、乾電池等）をリュッ

クに入れて準備しておく。 

ウ・エ ［略］ 

○ 防災知識の普及に併せ、被災地に小口・

混載による支援物資を送ることは被災地方

公共団体等の負担となることから、支援に

当たっては、現地のニーズを踏まえたうえ

で行うようにするなど、被災地支援に関す

る知識の普及に努める。 

4 ［略］ 

5 防災文化の継承 

【本編・第 2章・第 1 節・第 2・5 参照】 

6 国際的な情報発信 

【本編・第 2章・第 1 節・第 2・6 参照】 

 

第 3 ［略］ 

修正 

理由 

1 防災基本計画（平成 24 年 9 月 6 日修正）の修正に伴い、防災知識の普及に関し、次の事項を追加 

・ 防災知識の普及活動における重点事項に、伝言サービスの利用方法等について追加 

・ 防災知識の普及に併せ、被災地支援に関する知識の普及に努めることについて追加 

・ 防災文化の継承及び国際的な情報発信について追加 

2 所要の整理 
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火山災害対策編 第 2章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-2-6 第 4節 防災訓練計画 

 

第 1 ［略］ 

 

第 2 実施要領 

1 実施方法 

○ 県及び市町村は、災害対策基本法に基づ

き、自ら主催者及び実施者となり、広く防

災関係機関に参加を呼びかけ、防災訓練を

実施するとともに、訓練結果の事後評価を

通して課題を明らかにし、その改善に努め

る。 

○ ［略］ 

○ 訓練は、図上訓練又は実地訓練により実

施し、具体的な災害想定に基づくより実践

的な内容とするよう努める。 

 

 

ア・イ ［略］ 

○ ［略］ 

2・3 ［略］ 

 

第 4 節 防災訓練計画 

 

第 1 ［略］ 

 

第 2 実施要領 

1 実施方法 

○ 県及び市町村は、災害対策基本法に基づ

き、自ら主催者及び実施者となり、広く防

災関係機関に参加を呼びかけ、訓練の目的

を明確にした上で、防災訓練を実施すると

ともに、訓練結果の事後評価を通して成果

及び課題を明らかにし、その改善に努める。 

○ ［略］ 

○ 訓練は図上訓練又は実地訓練により実施

し、地域において発生する可能性の高い複

合災害も想定するなど、具体的な災害想定

に基づくより実践的な内容とするよう努め

る。 

ア・イ ［略］ 

○ ［略］ 

2・3 ［略］ 

 

 

 

修正 

理由 

防災基本計画（平成 23 年 12 月 27 日修正及び平成 24 年 9 月 6 日修正）の修正に伴う、複合災害

も想定した訓練の実施等について追加 
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ページ調整（余白） 
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火山災害対策編 第 2章 災害予防計画 

頁 現   計   画 

3-2-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2-9 

 

第 5節 気象業務整備計画 

 

第 1 ［略］ 

 

第 2 気象業務の実施体制の整備 

1 ［略］ 

2 情報処理・通信システムの整備・充実 

○ 盛岡地方気象台は、情報の収集・伝達に必要な通信システム及び防災気象情報の作成に必

要な情報処理システムの整備・充実に努める。 

（1）～（4） ［略］ 

（5）地震観測施設 

施設名 箇所数 設 置 場 所 

 ［略］ 

震度観測点  ［略］ 

岩手山観測点 5 馬返し、焼切沢、網張、八合目、滝の上 

秋田駒ケ岳 2 田沢湖高原温泉東（秋田県側）、八合目駐車場（秋田

県側） 

栗駒山観測点 2 小安（秋田県側）、耕英（宮城県側） 

（6）その他の観測施設 

施設名 箇所数 設 置 場 所 

岩手山遠望観測 1 柏台  カメラ 1（高感度） 

 

 

 

 

 

 

 

（気象庁以外の機関が設置している主な観測施設） 

施設等名 箇所数 設 置 機 関 

 ［略］ 

○ 仙台管区気象台は、岩手山、秋田駒ケ岳、栗駒山及び八幡平の 4 火山を対象に、計画的に

火山機動観測（調査観測）を実施する。 

○ ［略］ 

 

 

 

修正 

理由 
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火山災害対策編 第 2章 災害予防計画 

頁 修   正   案 

3-2-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2-9 

 

第 5節 気象業務整備計画 

 

第 1 ［略］ 

 

第 2 気象業務の実施体制の整備 

1 ［略］ 

2 情報処理・通信システムの整備・充実 

○ 盛岡地方気象台は、情報の収集・伝達に必要な通信システム及び防災気象情報の作成に必

要な情報処理システムの整備・充実に努める。 

（1）～（4） ［略］ 

（5）地震観測施設 

施設名 箇所数 設 置 場 所 

 ［略］ 

震度観測点  ［略］ 

 

 

 

 

（6）火山観測施設 

施設名 箇所数 設 置 場 所 

岩手山火山観測点 5 馬返し（地震計、空振計、傾斜計）、八合目小屋（地

震計）、滝ノ上温泉（地震計）、柳沢（ＧＰＳ）、柏台

（遠望カメラ） 

秋田駒ヶ岳火山観測

点 

3 八合目駐車場（地震計、空振計、傾斜計）、田沢湖高

原温泉東（地震計）、田沢湖高原温泉（ＧＰＳ）（いず

れも秋田県側） 

栗駒山火山観測点 2 耕英（地震計、空振計、傾斜計）、大柳（遠望カメラ）

（いずれも宮城県側） 

（気象庁以外の機関が設置している主な観測施設） 

施設等名 箇所数 設 置 機 関 

 ［略］ 

○ 仙台管区気象台は、岩手山、秋田駒ヶ岳、栗駒山及び八幡平の 4 火山を対象に、計画的に

火山機動観測（調査観測）を実施する。 

○ ［略］ 

 

 

 

修正 

理由 

火山観測点その他の所要の整理 
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火山災害対策編 第 2章 災害予防計画 

頁 現   計   画 

3-2-9 

 

3-2-10 

第 3 情報収集、伝達体制の整備 

○ ［略］ 

通 信 施 設 伝     達     先 

 ［略］ 

緊
急
防
災
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

防災情報 

提供システム 

（専用回線） 

岩手県（総合防災室）、釜石海上保安部（警備救難課）、岩手河川

国道事務所（調査第一課）、岩手県警察本部（警備課・通信指令

課）、ＮＨＫ盛岡放送局（放送部）、アイビーシー岩手放送（報道

部）、テレビ岩手（アナウンス部）、岩手めんこいテレビ（報道部）、

岩手朝日テレビ（報道制作部）、エフエム岩手（放送部）、岩手日

報社（報道部）、東日本旅客鉄道株式会社盛岡支社(輸送課) 

  

 ［略］ 

 ［略］ 

○ ［略］ 

○ 仙台管区気象台（盛岡地方気象台）は、岩手山及び秋田駒ケ岳についての火山活動の状況と

防災対応の必要性を示すため、噴火警戒レベルの運用を行う。 

①火山に関する予報・警報・情報の種類と内容 

種  類 内     容 

 ［略］ 

降灰予報 噴火が発生した場合で、住民等に降灰の影響が予想される場合に降

灰が予想される地域を随時発表。 

 

火山の状況に関する

解説情報 

火山活動が活発な場合等に火山性地震や微動回数及び噴火等の火山

の状況を随時発表。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

修正 

理由 

 

 

 



17 

 

火山災害対策編 第 2章 災害予防計画 

頁 修   正   案 

3-2-9 

 

3-2-10 

第 3 情報収集、伝達体制の整備 

○ ［略］ 

通 信 施 設 伝     達     先 

 ［略］ 

緊
急
防
災
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

防災情報 

提供システム 

（専用回線） 

岩手県（総合防災室）、釜石海上保安部（警備救難課）、岩手河川

国道事務所（調査第一課）、岩手県警察本部（警備課・通信指令

課）、ＮＨＫ盛岡放送局（放送部）、ＩＢＣ岩手放送（報道部）、

テレビ岩手（アナウンス部）、岩手めんこいテレビ（報道部）、岩

手朝日テレビ（報道制作部）、エフエム岩手（放送部）、岩手日報

社（報道部）、東日本旅客鉄道株式会社盛岡支社(輸送課)、陸上

自衛隊岩手駐屯地（第 9特科連隊第 2科） 

 ［略］ 

 ［略］ 

○ ［略］ 

○ 仙台管区気象台（盛岡地方気象台）は、岩手山及び秋田駒ヶ岳についての火山活動の状況と

防災対応の必要性を示すため、噴火警戒レベルの運用を行う。 

①火山に関する予報・警報・情報の種類と内容 

種  類 内     容 

 ［略］ 

降灰予報 噴煙の高さが 3 千メートル以上、あるいは噴火警戒レベル 3 相当以

上の噴火など、一定規模以上の噴火が発生した場合に、噴火発生か

ら概ね 6 時間後までに火山灰が降ると予想される地域を発表。 

火山現象に関する情

報等 

噴火警報・予報及び降灰予報以外に、火山活動の状況等をお知らせ

するための情報等で、気象庁及び仙台管区気象台が発表。 

・火山の状況に関する解説情報 

火山性地震や微動の回数、噴火等の状況や警戒事項を取りまとめ

たもので、定期的または必要に応じて臨時に発表する。 

・火山活動解説資料 

地図や図表等を用いて火山活動の状況や警戒事項を詳細にとりま

とめたもので、毎月又は必要に応じて臨時に発表する。 

・週間火山概況 

過去一週間の火山活動の状況や警戒事項を取りまとめたもので、

毎週金曜日に発表する。 

・月間火山概況 

前月一ヶ月間の火山活動の状況や警戒事項を取りまとめたもの

で、毎月上旬に発表する。 

・噴火に関する火山観測報 

噴火が発生したときに、発生時刻や噴煙高度等の情報を直ちに発

表する。 
 

修正 

理由 

1 防災情報提供システムによる伝達先の修正 

2 降灰予報の内容及び警報等以外の火山活動の状況等の情報等の内容について所要の整理 

3 所要の整理 
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火山災害対策編 第 2章 災害予防計画 

頁 現   計   画 

3-2-10 

3-2-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2-12 

 

 

 

 

 

 

3-2-13 

 

 

 

3-2-14 

② ［略］ 

③噴火警戒レベルが導入されていない火山の噴火警報・予報 

予報及

び警報

の名称 

対象範囲を

付した警報

の呼び方 

略

称 
対象範囲 警戒事項等 火山活動の状況 

噴 火 警

報 

噴火警報 

（居住地域） 

噴

火

警

報 

居住地域又

は山麓及び

それより火

口側 

居住地域厳重

警戒 

居住地域に重大な被害を及ぼす

噴火が発生、あるいは発生する

と予想される。 

 ［略］ 

 ［略］ 

④ ［略］ 

⑤秋田駒ケ岳の噴火レベル（概要版） 平成 21 年 3 月 秋田駒ケ岳噴火警戒レベル検討委員

会 

対象 

範囲 

レ
ベ
ル 

説         明 

火山活動の状況 過去の事例 
住民等の行動及び登山

者・入山者等への対応 

 ［略］ 

〔秋田駒ケ岳噴火警戒レベルにおける火山活動の状況と影響範囲 資料編 2-4-5〕 

〔秋田駒ケ岳噴火警戒レベル毎の防災対応           資料編 2-4-6〕 

○ ［略］ 

 

第 4 ［略］ 

 

 

修正 

理由 
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火山災害対策編 第 2章 災害予防計画 

頁 修   正   案 

3-2-10 

3-2-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2-12 

 

 

 

 

 

 

3-2-13 

 

 

 

3-2-14 

② ［略］ 

③噴火警戒レベルが導入されていない火山の噴火警報・予報 

予報及

び警報

の名称 

対象範囲を

付した警報

の呼び方 

略

称 
対象範囲 警戒事項等 火山活動の状況 

噴 火 警

報 

噴火警報 

（居住地域） 

噴

火

警

報 

居住地域又

は山麓及び

それより火

口側 

居住地域厳重

警戒 

居住地域又は山麓に重大な被害

を及ぼす噴火が発生、あるいは

発生すると予想される。 

 ［略］ 

 ［略］ 

④ ［略］ 

⑤秋田駒ヶ岳の噴火レベル（概要版） 平成 21 年 3 月 秋田駒ヶ岳噴火警戒レベル検討委員

会 

対象 

範囲 

レ
ベ
ル 

説         明 

火山活動の状況 過去の事例 
住民等の行動及び登山

者・入山者等への対応 

 ［略］ 

〔秋田駒ヶ岳噴火警戒レベルにおける火山活動の状況と影響範囲 資料編 2-4-5〕 

〔秋田駒ヶ岳噴火警戒レベル毎の防災対応           資料編 2-4-6〕 

○ ［略］ 

 

第 4 ［略］ 

 

 

修正 

理由 

 所要の整理 
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火山災害対策編 第 2章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-2-17 第 6節 避難対策計画 

 

第 1 ［略］ 

 

第 2 避難計画の作成 

1 ［略］ 

2 ［略］ 

 

 

 

第 3～第 6 ［略］ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 6節 避難対策計画 

 

第 1 ［略］ 

 

第 2 避難計画の作成 

1 ［略］ 

2 ［略］ 

3 広域一時滞在 

【本編・第 2章・第 5 節・第 2・3 参照】 

 

第 3～第 6 ［略］ 

修正 

理由 

 防災基本計画（平成 24 年 9 月 6 日修正）の修正に伴い、広域一時滞在について追加 
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火山災害対策編 第 2章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

新 設

（ 3-2-2

0の前） 

 第 6節の 2 災害医療体制整備計画 

 

第 1 基本方針 

1 災害発生直後から災害中長期にわたり、災

害や被災地の状況に応じた適切な医療救護

を行うための体制をあらかじめ構築する。 

2 ライフラインの機能停止、医療施設自体の

被災による機能低下等に対応するため、災

害拠点病院等を整備することにより、後方

医療体制の確保を図る。 

 

第 2 災害拠点病院 

1 災害拠点病院の指定 

【本編・第 2 章・第 5 節の 2・第 2・1 参

照】 

2 医療機関の防災能力の向上 

【本編・第 2 章・第 5 節の 2・第 2・2 参

照】 

 

第 3 岩手ＤＭＡＴの体制強化 

【本編・第 2章・第 5 節の 2・第 3 参照】 

 

第 4 医薬品及び医療資機材の供給体制の整備 

【本編・第 2章・第 5 節の 2・第 4 参照】 

 

第 5 広域災害・救急医療情報システムの整備 

【本編・第 2章・第 5 節の 2・第 5 参照】 

 

第 6 災害中長期への備え 

【本編・第 2章・第 5 節の 2・第 6 参照】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修正 

理由 

 東日本大震災津波に係る災害対応を踏まえ、平時における災害医療体制の整備に対応するため、

第 3章第 19 節（医療・保健計画）に定める対策のうち、予防的対策を第 2 章に移記・新設 
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火山災害対策編 第 2章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-2-20 第 6節の 2 食料・生活必需品等の備蓄計画 

 

第 1～第 3 ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 6 節の 3 食料・生活必需品等の備蓄計画 

 

第 1～第 3 ［略］ 

修正 

理由 

 所要の整理（第 6節の 2を繰り下げ） 
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火山災害対策編 第 2章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-2-21 第 7節 災害時要援護者の安全確保計画 

 

第 1 基本方針 

1 県は、市町村その他の防災関係機関、災害

時要援護者関係団体、介護保険事業者、社会

福祉施設等及び地域住民等と協働して、高齢

者、障がい者、外国人、乳幼児及び妊産婦等

の災害時要援護者（以下、本節中「要援護者」

という。）の安全確保を図るため、災害時の情

報収集・伝達及び避難誘導等の体制づくりを

支援する。 

特に、市町村に対しては、「災害時要援護者

の避難支援ガイドライン」を参考にした要援

護者の情報の収集及び防災関係機関への提供

のための体制づくりの支援を行うとともに、

その進捗状況等を確認する。 

2 ［略］ 

 

第 2 ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 7 節 災害時要援護者の安全確保計画 

 

第 1 基本方針 

1 県は、市町村その他の防災関係機関、災害

時要援護者関係団体、介護保険事業者、社会

福祉施設等及び地域住民等と協働して、高齢

者、障がい者、難病患者、外国人、乳幼児及

び妊産婦等の災害時要援護者（以下、本節中

「要援護者」という。）の安全確保を図るた

め、災害時の情報収集・伝達及び避難誘導等

の体制づくりを支援する。 

特に、市町村に対しては、「災害時要援護

者の避難支援ガイドライン」を参考にした要

援護者の情報の収集及び防災関係機関への

提供のための体制づくりの支援を行うとと

もに、その進捗状況等を確認する。 

2 ［略］ 

 

第 2 ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修正 

理由 

 所要の整理 
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火山災害対策編 第 2章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-2-34 第 15 節 土砂災害予防計画 

 

第 1～第 6 ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 15 節 土砂災害予防計画 

 

第 1～第 6 ［略］ 

 

第
．
7
．
 土砂災害緊急情報の発表

．．．．．．．．．．．
 

【本編・第
．．．．．

2
．
章・第
．．．

16
．．

節・第
．．．

8
．
 参照】

．．．
 

 

 

 

 

 

 

 

 

修正 

理由 

 土砂災害防止法の改正に伴う修正 
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火山災害対策編 第 2章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-2-39 第 19 節 ボランティア育成計画 

 

第 1 基本方針 

1 ボランティア活動についての普及啓発を図

る。 

2 ボランティアのリーダー、コーディネータ

ー等の養成に努める。 

3 ボランティアの登録、活動拠点の確保等そ

の受入体制の整備に努める。 

 

第 2 ［略］ 

 

第 3 実施要領 

1 ボランティア・リーダー等の養成 

【本編・第 2章・第 22 節・第 3・1 参照】 

2 ボランティアの登録 

【本編・第 2章・第 22 節・第 3・2 参照】 

3 ボランティアの受入体制の整備 

【本編・第 2章・第 22 節・第 3・3 参照】 

4 ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 19 節 防災ボランティア育成計画 

 

第 1 基本方針 

1 防災ボランティア活動についての普及啓発

を図る。 

2 防災ボランティアのリーダー、コーディネ

ーター等の養成に努める。 

3 防災ボランティアの登録、活動拠点の確保

等その受入体制の整備に努める。 

 

第 2 ［略］ 

 

第 3 実施要領 

1 防災ボランティア・リーダー等の養成 

【本編・第 2章・第 22 節・第 3・1 参照】 

2 防災ボランティアの登録 

【本編・第 2章・第 22 節・第 3・2 参照】 

3 防災ボランティアの受入体制の整備 

【本編・第 2章・第 22 節・第 3・3 参照】 

4 ［略］ 

 

修正 

理由 

防災基本計画（平成 24 年 9 月 6 日修正）の修正に伴い、「ボランティア」を「防災ボランティア」

に修正 

  



26 

 

火山災害対策編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 

3-3-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-2 

第 1節 活動体制計画 

 

第 1 基本方針 

1 県、市町村及び防災関係機関は、火山災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、

各自の行うべき災害応急対策が迅速かつ的確に行われるよう、あらかじめ、その組織体制及び動

員体制について、計画を定める。 

 

2 ［略］ 

3 火山災害時における災害応急対策の実施に当たっては、十分な人員を確保できるよう各部局間

における人員面での協力体制を確立する。 

 

4 災害応急対策の総合的かつ円滑な実施を図るため、県、市町村その他の防災関係機関相互の連

携を強化し、応援協力体制の整備を図る。 

また、火山災害時における各災害応急対策の実施に係る関係業者・団体との協力体制の強化

を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 県の活動体制 

県は、県の地域に火山災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、その所掌事務に係る

災害応急対策を実施するため、岩手県災害警戒本部（以下、本節中「災害警戒本部」という。）又

は岩手県災害対策本部（以下、本節中「災害対策本部」という。）を設置する。 

1 災害警戒本部 

○ ［略］ 

（1）設置基準 

設置基準 設置の対象 

岩手山又は秋田駒ケ岳に噴火警報（火口周辺）

のうち噴火警戒レベル３が発表された場合 

 ［略］ 

 ［略］ 

（2）～（5） ［略］ 

  

修正 

理由 
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火山災害対策編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 修   正   案 

3-3-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-2 

第 1節 活動体制計画 

 

第 1 基本方針 

1 県、市町村その他の防災関係機関は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、

複合災害（同時又は連続して 2 以上の災害が発生し、災害応急対応が困難になる事象をいう。）

の発生可能性も認識し、各自の行うべき災害応急対策が迅速かつ的確に行われるよう、あらかじ

め、その組織体制及び動員体制について、計画を定める。 

2 ［略］ 

3 火山災害時における災害応急対策の実施に当たっては、十分な人員を確保できるよう各部局間

における人員面での協力体制を確立するとともに、退職者や民間人材等の活用も含め、災害応急

対策等の実施に必要な人員の確保に努める。 

4 災害応急対策の総合的かつ円滑な実施を図るため、県、市町村その他の防災関係機関は、平常

時からの火山防災協議会での共同検討の結果を踏まえ、あらかじめ連絡調整窓口、連絡方法等を

確認するとともに、連絡調整のための職員を相互に派遣することなどにより情報共有を図るな

ど、相互の連携を強化し、応援協力体制の整備を図る。 

また、火山災害時における各災害応急対策の実施に係る関係業者・団体との協力体制の強化

を図る。 

5 県及び市町村は、円滑な災害応急対策の実施のため、必要に応じ、外部の専門家等の意見・支

援を活用する。 

6 県及び市町村は、複合災害が発生した場合において、災害対策本部が複数設置された場合には、

情報の収集・連絡・調整のための要員の配置調整など、必要な調整を行う。 

 

第 2 県の活動体制 

県は、県の地域に火山災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、その所掌事務に係る

災害応急対策を実施するため、岩手県災害警戒本部（以下、本節中「災害警戒本部」という。）又

は岩手県災害対策本部（以下、本節中「災害対策本部」という。）を設置する。 

1 災害警戒本部 

○ ［略］ 

（1）設置基準 

設置基準 設置の対象 

岩手山又は秋田駒ヶ岳に噴火警報（火口周辺）

のうち噴火警戒レベル３が発表された場合 

 ［略］ 

 ［略］ 

（2）～（5） ［略］ 

 

修正 

理由 

1 防災基本計画（平成 24 年 9 月 6 日修正）の修正に伴い、県等における災害応急対策等の実施に

必要な人員の確保、県における後発災害にも対処できる配備体制の構築等について追加 

2 所要の整理 
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火山災害対策編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 

3-3-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-4 

2 災害対策本部 

○ ［略］ 

（1）設置基準 

区分 設置基準（広域支部及び地方支部は配備基準） 配備職員の範囲 

（
１
） 

指
定
職
員
配
備
（
１
号
）
体
制 

本
部 

ア 岩手山又は秋田駒ケ岳に噴火警報（居住地域）のうち

噴火警戒レベル４が発表された場合 

イ ［略］ 

［略］ 

広
域
支
部
及
び
地
方
支
部 

ア 所管区域内の火山（岩手山又は秋田駒ケ岳に限る。）

に噴火警報（居住地域）のうち噴火警戒レベル４が発表

された場合 

イ ［略］ 

 

（
２
） 

主
査
以
上
配
備
（
２
号
）
体
制 

本
部 

ア 岩手山又は秋田駒ケ岳に噴火警報（居住地域）のうち

噴火警戒レベル５が発表された場合 

イ ［略］ 

［略］ 

広
域
支
部
及
び
地
方
支
部 

ア 所管区域内の火山（岩手山又は秋田駒ケ岳に限る。）

に噴火警報（居住地域）のうち噴火警戒レベル５が発表

された場合 

イ ［略］ 

 

 ［略］ 

注） 上記中欄の「広域支部及び地方支部の配備基準」及び上記右欄の「配備職員の範囲」

は、「岩手県災害対策本部規程」（資料編 5－7）に基づく。 

 

 

修正 

理由 
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火山災害対策編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 修   正   案 

3-3-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-4 

2 災害対策本部 

○ ［略］ 

（1）設置基準 

区分 設置基準（広域支部及び地方支部は配備基準） 配備職員の範囲 

（
１
） 

指
定
職
員
配
備
（
１
号
）
体
制 

本
部 

ア 岩手山又は秋田駒ヶ岳に噴火警報（居住地域）のうち

噴火警戒レベル４が発表された場合 

イ ［略］ 

［略］ 

広
域
支
部
及
び
地
方
支
部 

ア 所管区域内の火山（岩手山又は秋田駒ヶ岳に限る。）

に噴火警報（居住地域）のうち噴火警戒レベル４が発表

された場合 

イ ［略］ 

 

（
２
） 

主
査
以
上
配
備
（
２
号
）
体
制 

本
部 

ア 岩手山又は秋田駒ヶ岳に噴火警報（居住地域）のうち

噴火警戒レベル５が発表された場合 

イ ［略］ 

［略］ 

広
域
支
部
及
び
地
方
支
部 

ア 所管区域内の火山（岩手山又は秋田駒ヶ岳に限る。）

に噴火警報（居住地域）のうち噴火警戒レベル５が発表

された場合 

イ ［略］ 

 

 ［略］ 

注） 上記中欄の「広域支部及び地方支部の配備基準」及び上記右欄の「配備職員の範囲」

は、「岩手県災害対策本部規程」（資料編 5－7）に基づく。 

 

修正 

理由 

 所要の整理 

  



30 

 

火山災害対策編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 

3-3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-5 

3-3-6 

 

 

 

 

（2）組織 

○ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア～コ ［略］ 

サ 現地作業班 

○ 現地作業班は、本部長が災害現地における応急対策活動上必要があると認めるときに設

置し、救護、防疫の指導その他の災害応急対策の実施又は指導に当たる。 

○ ［略］ 

 

修正 

理由 

 

 

  

本 部 長 本 部 員 課 等 

機 関 

部 

(知事) 
副 知 事 

総務部長 

各部局等 の長 

総合防災 室長 

出 納 局 長 

医 療 局 長 

企 業 局 長 

教 育 長 

警 察 本 部 長 

東京事務 所長 
本部員会議 

副本部長 〔課等の長〕 

〔機関の長〕 

〔部長・次長：本部連絡員〕 

緊急初動 
特別班 

※ 

現地災害対策本部 

〔班長・副班長〕 

広 域 支 部 

※ 

〔総合防災室長〕 

支部長・副支部長・ 

支部委員：支部連絡員 

地 方 支 部 

本 部 支 援 室 

調 査 班 

現 地 作 業 班 

※広域支部委員会議 ※支部委員会議 

 ［略］  ［略］ 

班 
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火山災害対策編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 修   正   案 

3-3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-5 

3-3-6 

 

 

 

（2）組織 

○ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア～コ ［略］ 

サ 現地作業班 

○ 現地作業班は、本部長が災害現地における応急対策活動上必要があると認めるときに設

置し、救護、感染症予防の指導その他の災害応急対策の実施又は指導に当たる。 

○ ［略］ 

 

 

修正 

理由 

 所要の整理 

  

本 部 長 本 部 員 課 等 

機 関 

部 

(知事) 
副 知 事 

総務部長 

各部局等 の長 

総合防災 室長 

出 納 局 長 

医 療 局 長 

企 業 局 長 

教 育 長 

警 察 本 部 長 

東京事務 所長 
本部員会議 

副本部長 〔課等の長〕 

〔機関の長〕 

〔部長・次長：本部連絡員〕 

緊急初動 
特別班 

※ 

現地災害対策本部 

〔班長・副班長〕 

広 域 支 部 

※ 

支部長・副支部長・ 

支部委員：支部連絡員 

地 方 支 部 

本 部 支 援 室 

調 査 班 

現 地 作 業 班 

※広域支部委員会議 ※支部委員会議 

 ［略］  ［略］ 

班 

〔室長：総務部長、副室 

長：総合防災室長〕 
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火山災害対策編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 

3-3-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-8 

（3）分掌事務 

○ ［略］ 

区分 活動項目 

災

害

発

生

前 

 ［略］  

2 災害対策用資機材の点検整

備 

（1）・（2）［略］ 

（3）防疫薬剤及び防疫資機材の点検整備 

 

 ［略］  

 ［略］ 

災

害

発

生

後 

 ［略］ 

8 ボランティア活動対策 （1）ボランティア活動のニーズ把握 

（2）ボランティアの受付・登録 

（3）ボランティア活動の調整 

（4）ボランティアの受入体制の整備 

 ［略］ 

11 機動力及び輸送力の確保 （1）・（2）［略］ 

（3）道路上の障害物の除去 

（4）～（7）［略］ 

 ［略］  

15 防疫対策 （1）防疫活動の実施 

（2）［略］ 

（3）防疫用資機材の調達あっせん 

 ［略］ 

（4）・（5） ［略］ 

 

 

修正 

理由 
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火山災害対策編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 修   正   案 

3-3-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-8 

（3）分掌事務 

○ ［略］ 

区分 活動項目 

災

害

発

生

前 

 ［略］  

2 災害対策用資機材の点検整

備 

（1）・（2）［略］ 

（3）感染症予防用薬剤及び感染症予防用資機材の点検

整備 

 ［略］  

 ［略］ 

災

害

発

生

後 

 ［略］ 

8 防災ボランティア活動対策 （1）防災ボランティア活動のニーズ把握 

（2）防災ボランティアの受付・登録 

（3）防災ボランティア活動の調整 

（4）防災ボランティアの受入体制の整備 

 ［略］ 

11 機動力及び輸送力の確保 （1）・（2）［略］ 

（3）道路上の障害物の除去 

（4）～（7）［略］ 

 ［略］  

15 防疫対策 （1）防疫活動の実施 

（2）［略］ 

（3）防疫用資機材の調達あっせん 

 ［略］ 

（4）・（5） ［略］ 

 

 

修正 

理由 

1 防災基本計画（平成 24 年 9 月 6 日修正）の修正に伴い、「ボランティア」を「防災ボランティ

ア」に修正 

2 所要の整理 
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火山災害対策編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-3-10 第 3 県の職員の動員配備体制 

【本編・第 3章・第 1 節・第 3 参照】 

 

 

 

 

 

4 自主参集 

○ ［略］ 

5 所属公所に参集できない場合の対応 

【本編・第 3章・第 1 節・第 3・5 参照】 

 

 

 

第 4・第 5 ［略］ 

 

第 3 県の職員の動員配備体制 

1 配備体制 

【本編・第 3章・第 1 節・第 3・1 参照】 

2 動員の系統 

【本編・第 3章・第 1 節・第 3・2 参照】 

3 動員の方法 

【本編・第 3章・第 1 節・第 3・3 参照】 

4 自主参集 

○ ［略］ 

5 所属公所に参集できない場合の対応 

【本編・第 3章・第 1 節・第 3・5 参照】 

6 指定行政機関等への職員派遣の要請等 

【本編・第 3章・第 1 節・第 3・6 参照】 

 

第 4・第 5 ［略］ 

 

修正 

理由 

1 防災基本計画（平成 23 年 12 月 27 日修正）の修正に伴い、県における指定行政機関、関係地方

行政機関等に対する職員派遣の要請等について追加 

2 所要の整理 

  



35 

 

 

 

ページ調整（余白） 
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火山災害対策編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 

3-3-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-12 

 

 

第 2節 火山に関する予報・警報・情報及び気象予報・警報等の伝達計画 

 

第 1 ［略］ 

 

第 2 実施機関（責任者） 

実施機関 活動の内容 

 ［略］ 

日本放送協会盛岡放送局 

(株)アイビーシー岩手放送 

(株)テレビ岩手 

(株)岩手めんこいテレビ 

(株)岩手朝日テレビ 

(株)エフエム岩手 

 ［略］ 

〔県本部の担当〕 ［略］ 

 

第 3 実施要領 

1 火山に関する予報・警報・情報及び気象予報・警報等の種類及び伝達 

火山に関する予報・警報・情報及び気象予報・警報等の種類及び内容は、次のとおりである。 

（気象業務法に基づくもの） 

（1）火山に関する予報・警報・情報の種類と内容 

種  類 内     容 

 ［略］ 

降灰予報 噴火が発生した場合で、住民等に降灰の影響が予想される場合に降

灰が予想される地域を随時発表。 

 

 

 

修正 

理由 
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火山災害対策編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 修   正   案 

3-3-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-12 

 

 

第 2節 火山に関する予報・警報・情報及び気象予報・警報等の伝達計画 

 

第 1 ［略］ 

 

第 2 実施機関（責任者） 

実施機関 活動の内容 

 ［略］ 

日本放送協会盛岡放送局 

(株)ＩＢＣ岩手放送 

(株)テレビ岩手 

(株)岩手めんこいテレビ 

(株)岩手朝日テレビ 

(株)エフエム岩手 

 ［略］ 

〔県本部の担当〕 ［略］ 

 

第 3 実施要領 

1 火山に関する予報・警報・情報及び気象予報・警報等の種類及び伝達 

火山に関する予報・警報・情報及び気象予報・警報等の種類及び内容は、次のとおりである。 

（気象業務法に基づくもの） 

（1）火山に関する予報・警報・情報の種類と内容 

種  類 内     容 

 ［略］ 

降灰予報 噴煙の高さが 3 千メートル以上、あるいは噴火警戒レベル 3 相当以

上の噴火など、一定規模以上の噴火が発生した場合に、噴火発生か

ら概ね 6 時間後までに火山灰が降ると予想される地域を発表。 

 

 

修正 

理由 

1 火山に関する予報等の内容について修正 

2 所要の整理 
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火山災害対策編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 

3-3-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-13 

 

火山の状況に関する

解説情報 

火山活動が活発な場合等に火山性地震や微動回数及び噴火等の火山

の状況を随時発表。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア ［略］ 

イ 噴火警戒レベルが導入されていない火山の噴火警報・予報 

予報及

び警報

の別 

対象範囲を

付した警報

の呼び方 

略

称 
対象範囲 警戒事項等 火山活動の状況 

噴 火 警

報 

噴火警報 

（居住地域） 

噴

火

警

報 

居住地域又

は山麓及び

それより火

口側 

居住地域厳重

警戒 

居住地域に重大な被害を及ぼす

噴火が発生、あるいは発生する

と予想される。 

 ［略］ 

 ［略］ 

 

 

修正 

理由 

 

 

  



39 

 

火山災害対策編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 修   正   案 

3-3-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-13 

 

火山現象に関する情

報等 

噴火警報・予報及び降灰予報以外に、火山活動の状況等をお知らせ

するための情報等で、気象庁及び仙台管区気象台が発表。 

・火山の状況に関する解説情報 

火山性地震や微動の回数、噴火等の状況や警戒事項を取りまとめ

たもので、定期的または必要に応じて臨時に発表する。 

・火山活動解説資料 

地図や図表等を用いて火山活動の状況や警戒事項を詳細にとりま

とめたもので、毎月又は必要に応じて臨時に発表する。 

・週間火山概況 

過去一週間の火山活動の状況や警戒事項を取りまとめたもので、

毎週金曜日に発表する。 

・月間火山概況 

前月一ヶ月間の火山活動の状況や警戒事項を取りまとめたもの

で、毎月上旬に発表する。 

・噴火に関する火山観測報 

噴火が発生したときに、発生時刻や噴煙高度等の情報を直ちに発

表する。 

ア ［略］ 

イ 噴火警戒レベルが導入されていない火山の噴火警報・予報 

予報及

び警報

の名称 

対象範囲を

付した警報

の呼び方 

略

称 
対象範囲 警戒事項等 火山活動の状況 

噴 火 警

報 

噴火警報 

（居住地域） 

噴

火

警

報 

居住地域又

は山麓及び

それより火

口側 

居住地域厳重

警戒 

居住地域又は山麓に重大な被害

を及ぼす噴火が発生、あるいは

発生すると予想される。 

 ［略］ 

 ［略］ 
 

修正 

理由 

火山に関する予報等の内容等について修正 
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火山災害対策編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 

3-3-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-14 

2 気象予報・警報等の種類及びその内容 

（1）気象予報・警報等の種類 

火山情報及び気象予報・警報等の種類及びその内容は、次のとおりである。 

（気象業務法に基づくもの） 

ア 情報の種類 

種  類 内    容 

気
象
に
関
す
る
情
報 

 ［略］ 

記録的短時間

大雨情報 

警報発表時に数年に一度しか起こらないような短時間の激し

い雨（1 時間に 100mm 以上）を観測し、より一層の警戒を呼びか

ける場合に発表する。 

 

 ［略］ 

地
震
に
関
す
る
情
報 

震度速報（※） ○発表基準 

震度 3以上 

○内容 

地震発生約１分半後に、震度３以上を観測した地域名と地震

の揺れの発現時刻を速報する。 

〔気象庁震度階級等 資料編 3－2－1〕 

 震源に関する

情報 

○発表基準 

震度 3以上（津波警報・注意報を発表した場合は発表しない） 

○内容 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュード）を発表

する。「津波の心配がない」または「若干の海面変動があるかもし

れないが被害の心配はない」を追加する。 

 震源・震度に関

する情報 

○発表基準 

 

・震度 3 以上 

・津波注意報・警報発表時 

・若干の海面変動がある場合 

・緊急地震速報（警報）を発表した場合 

○内容 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュード）、震度

３以上の地域名と市町村名を発表する。 

震度５弱以上と考えられる地点で、震度を入手していない地点

がある場合は、その市町村名を発表する。 
 

修正 

理由 
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火山災害対策編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 修   正   案 

3-3-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-14 

2 気象予報・警報等の種類及びその内容 

（1）気象予報・警報等の種類 

火山情報及び気象予報・警報等の種類及びその内容は、次のとおりである。 

（気象業務法に基づくもの） 

ア 情報の種類 

種  類 内    容 

気
象
に
関
す
る
情
報 

 ［略］ 

記録的短時間

大雨情報 

数年に一度程度しか発生しないような激しい短時間の大雨を

観測（地上の雨量計による観測）又は解析（気象レーダーと地上

の雨量計を組み合わせた分析）したときに、県気象情報の一種と

して発表。 

 ［略］ 

地
震
に
関
す
る
情
報 

震度速報 ○発表基準 

震度 3以上 

○内容 

地震発生約１分半後に、震度３以上を観測した地域名（全国を

約 190 地域に区分）と地震の揺れの発現時刻を速報。 

 

 震源に関する

情報 

○発表基準 

震度3以上（津波警報又は注意報を発表した場合は発表しない） 

○内容 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュード）を発表。

「津波の心配がない」又は「若干の海面変動があるかもしれない

が被害の心配はない」旨を付加。 

 震源・震度に関

する情報 

○発表基準 

以下のいずれかを満たした場合 

・震度 3 以上 

・津波注意報又は警報発表時 

・若干の海面変動が予想される場合 

・緊急地震速報（警報）を発表した場合 

○内容 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュード）、震度

３以上の地域名と市町村名を発表。 

震度５弱以上と考えられる地点で、震度を入手していない地点

がある場合は、その市町村名を発表。 
 

修正 

理由 

 気象及び地震に関する情報の内容について修正 
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火山災害対策編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 

3-3-14 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 各地の震度に

関する情報 

○発表基準 

震度 1以上 

○内容 

震度１以上を観測した地点のほか、地震の発生場所（震源）

やその規模（マグニチュード）を発表する。 

震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手していない地点

がある場合は、その地点名を発表する。 

 その他の情報 ○発表基準 

顕著な地震の震源要素を更新した場合や地震が多発した場合

など 

○内容 

顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地震が多発した場合

の震度１以上を観測した地震回数情報等を発表する。 

 推計震度分布

図 

○発表基準 

震度 5弱以上 

○内容 

観測した各地の震度データをもとに、１km 四方ごとに推計した

震度（震度以上）を図情報として発表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）※ 震度速報は、盛岡地方気象台からの伝達は行わない。 

 

修正 

理由 
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火山災害対策編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 修   正   案 

3-3-14 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 各地の震度に

関する情報 

○発表基準 

震度 1以上 

○内容 

震度１以上を観測した地点のほか、地震の発生場所（震源）

やその規模（マグニチュード）を発表。 

震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手していない地点

がある場合は、その地点名を発表。 

 その他の情報 ○発表基準 

顕著な地震の震源要素を更新した場合や地震が多発した場合

など 

○内容 

顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地震が多発した場合

の震度１以上を観測した地震回数情報等を発表。 

 推計震度分布

図 

○発表基準 

震度 5弱以上 

○内容 

観測した各地の震度データをもとに、１km 四方ごとに推計した

震度（震度４以上）を図情報として発表。 

 遠地地震に関

する情報 

○発表基準 

国外で発生した地震について、以下のいずれかを満たした場合

等 

・マグニチュード 7.0 以上 

・都市部など著しい被害が発生する可能性がある地域で規模の大

きな地震を観測した場合 

○内容 

地震の発生時刻、発生場所（震源）やその規模（マグニチュー

ド）を概ね 30 分以内に発表。 

日本や国外への津波の影響に関しても記述して発表。 

 

 

修正 

理由 

1 遠地地震に関する情報について追加 

2 所要の整理 
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火山災害対策編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 

3-3-15 

 

 

 

 

3-3-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-17 

 

 

 

イ 注意報の種類と発表基準 

種  類 発 表 基 準 

気
象
注
意
報 

風雪注意報 
風雪によって被害が予想され、次の条件に該当する場合 

○ 雪に伴い、平均風速が 10m／S 以上と予想される場合 

 ［略］ 

低温注意報  ［略］ 

 

冬

季 

低温により水道凍結等大きな障害が予想され、次の条件

に該当する場合 

○ 最低気温が内陸で－11℃以下、沿岸で－8℃以下になる

と予想される場合 

 

 

 

 

 

着雪注意報 

着氷注意報 

着雪により通信線、送電線、樹木等に被害がおこると予想され、

次の条件に該当する場合 

○ 大雪注意報の条件下で、気温－2℃より高いと予想される

場合 

 ［略］ 

［略］ 

注）※1・※2 ［略］ 

ウ 警報の種類と発表基準 

種  類 発 表 基 準 

気
象
警
報 

 ［略］ 

暴風雪警報 暴風雪によって重大な災害がおこるおそれがあると予想され、

次の条件に該当する場合 

○ 雪に伴い、平均風速が 20m／S 以上と予想される場合 

 ［略］ 

注）※1・※2 ［略］ 

（消防法に基づくもの） 

種  類 通 報 基 準 

 ［略］ 

（2）～（4） ［略］ 

 

 

修正 

理由 
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火山災害対策編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 修   正   案 

3-3-15 

 

 

 

 

3-3-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-17 

 

 

 

 

イ 注意報の種類と発表基準 

種  類 発 表 基 準 

気
象
注
意
報 

風雪注意報 
風雪によって被害が予想され、次の条件に該当する場合 

○ 雪を伴い、平均風速が 10m／S 以上と予想される場合 

 ［略］ 

低温注意報  ［略］ 

 

冬

季 

低温により水道凍結等大きな障害が予想され、次の条件

に該当する場合 

○ 最低気温が内陸で－6℃以下であって、かつ、最低気温

が平年より遠野地域は 6℃以上、遠野地域を除く内陸部

と久慈地域、沿岸南部は 5℃以上、宮古地域は 4℃以上低

いとき 

○ 最低気温が内陸で－6℃以下であって、かつ、最低気温

が平年より 2℃以上低いときが数日続くとき 

 

着雪注意報 

着氷注意報 

着雪・着氷により通信線、送電線、樹木等に被害がおこると予

想され、次の条件に該当する場合 

○ 大雪注意報の条件下で、気温－2℃より高いと予想される

場合 

 ［略］ 

［略］ 

注）※1・※2 ［略］ 

ウ 警報の種類と発表基準 

種  類 発 表 基 準 

気
象
警
報 

 ［略］ 

暴風雪警報 暴風雪によって重大な災害がおこるおそれがあると予想され、

次の条件に該当する場合 

○ 雪を伴い、平均風速が 20m／S 以上と予想される場合 

 ［略］ 

注）※1・※2 ［略］ 

（消防法に基づくもの） 

種  類 通 報 基 準 

 ［略］ 

（2）～（4） ［略］ 

 

 

修正 

理由 

 気象注意報等の発表基準について修正 
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火山災害対策編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-3-18 

 

3-3-19 

（5）市町村の措置 

○ ［略］ 

○ 火災警報の発令及び気象予報・警報の広

報は、おおむね、次の方法による。 

ア～ウ ［略］ 

 

エ ［略］ 

 

 

オ ［略］ 

カ・キ ［略］ 

（6）［略］ 

2 ［略］ 

 

（5）市町村の措置 

○ ［略］ 

○ 火災警報の発令及び気象予報・警報の広

報は、おおむね、次の方法による。 

ア～ウ ［略］ 

エ コミュニティＦＭ、臨時災害放送局 

オ ［略］ 

カ 携帯端末の緊急速報メール機能 

キ ソーシャルメディア 

ク ［略］ 

ケ・コ ［略］ 

（6）［略］ 

3 ［略］ 

 

修正 

理由 

1 防災基本計画（平成 24 年 9 月 6 日修正）の修正に伴い、市町村による警報等の広報手段に、携

帯端末の緊急速報メール機能等を追加 

2 東日本大震災津波に係る災害対応を踏まえ、市町村による警報等の広報手段に、コミュニティＦ

Ｍ等を追加 
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火山災害対策編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-3-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 7節 広報広聴計画 

 

第 1 ［略］ 

 

第 2 実施機関（責任者） 

実施機関 担  当  業  務 

市町村本部長 1～4 ［略］ 

5 医療所、救護所の開設状況 

6～13 ［略］ 

14 ボランティア、義援物資の

受入れ等に関する情報 

15 ［略］ 

県本部長 1～3 ［略］ 

4 医療所、救護所の開設状況 

5～11 ［略］ 

12 ボランティア、義援物資の

受入れ等に関する情報 

13・14 ［略］ 

 ［略］ 

東日本電信電

話(株)岩手支

店 

エヌ・ティ・

ティ・コミュ

ニケーション

ズ(株) 

(株)エヌ・テ

ィ・ティ・ド

コモ 

ＫＤＤＩ(株) 

1 通信の途絶の状況 

2・3 ［略］ 

 ［略］ 

社会福祉法人

岩手県社会福

祉協議会 

災害ボランティアの募集情報 

 ［略］ 
 

第 7節 広報広聴計画 

 

第 1 ［略］ 

 

第 2 実施機関（責任者） 

実施機関 担  当  業  務 

市町村本部長 1～4 ［略］ 

5 救護所の開設状況 

6～13 ［略］ 

14 防災ボランティア、義援物

資の受入れ等に関する情報 

15 ［略］ 

県本部長 1～3 ［略］ 

4 救護所の開設状況 

5～11 ［略］ 

12 防災ボランティア、義援物

資の受入れ等に関する情報 

13・14 ［略］ 

 ［略］ 

東日本電信電

話(株)岩手支

店 

エヌ・ティ・

ティ・コミュ

ニケーション

ズ(株) 

(株)エヌ・テ

ィ・ティ・ド

コモ 

ＫＤＤＩ(株) 

1 通信の疎通の状況 

2・3 ［略］ 

 ［略］ 

社会福祉法人

岩手県社会福

祉協議会 

防災ボランティアの募集情報 

 ［略］ 
 

修正 

理由 

1 防災基本計画（平成 24 年 9 月 6 日修正）の修正に伴い、「ボランティア」を「防災ボランティア」

に修正 

2 所要の整理 
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火山災害対策編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-3-28 

 

 

3-3-29 

〔県本部の担当〕 

部 課等 地方支部班 担当業務 

 ［略］ 

保健福祉

部 

保健福祉

企画室 

 ［略］  

 
医療推進
．．．．

課
．
 

保健環境班  

 
健康国保

課 

  

 
地域福祉

課 

福祉班  

    

    

 ［略］ 

公安部 総務課  ［略］  

 県民課 

 ［略］ 

 

第 3 ［略］ 

〔県本部の担当〕 

部 課等 地方支部班 担当業務 

 ［略］ 

保健福祉

部 

保健福祉

企画室 

 ［略］  

 
 

 

  

 
健康国保

課 

保健環境班  

 
地域福祉

課 

福祉班  

 
医療政策
．．．．

室
．
 

保健環境班
．．．．．

  

 ［略］ 

公安部  

県民課 

 

 ［略］  

 ［略］ 

 

第 3 ［略］ 

修正 

理由 

 所要の整理（県組織の改編に伴う改正部分は平成
．．．．．．．．．．．．．．．．．

25
．．

年
．
4
．
月
．
1
．
日から適用）
．．．．．．
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火山災害対策編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-3-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-32 

第 8節 交通確保・輸送計画 

 

第 1・第 2 ［略］ 

 

第 3 交通確保 

1～3 ［略］ 

4 応急復旧 

（1）復旧順位 

○ 道路管理者は、災害の態様と緊急度に応

じて、相互に連携を図りながら復旧作業を

行う。 

（2）復旧資材等の確保 

○ 道路管理者は、あらかじめ、県内各地域

における復旧資材、機械等の状況を把握

し、建設業協会等と応援協定を締結するな

ど、災害時における応急復旧に対処する供

給体制を整備する。 

（3）復旧方法 

○ 道路上の火山灰、土砂、被災車両、放置

車両、倒壊建物等の障害物を除去する。 

 

○ ［略］ 

（4） ［略］ 

5 ［略］ 

 

第 4 ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 8 節 交通確保・輸送計画 

 

第 1・第 2 ［略］ 

 

第 3 交通確保 

1～3 ［略］ 

4 道路啓開等 

（1）道路啓開等の順位 

○ 道路管理者は、災害の態様と緊急度に応

じて、相互に連携を図りながら道路啓開及

び復旧作業を行う。 

（2）復旧資材等の確保 

○ 道路管理者は、あらかじめ、県内各地域

における復旧資材、機械等の状況を把握

し、建設業協会等と応援協定を締結するな

ど、災害時における道路啓開及び応急復旧

に対処する供給体制を整備する。 

（3）道路啓開等の方法 

○ 道路上の火山灰、土砂、被災車両、放置

車両、倒壊建物等の障害物の除去による道

路啓開を行う。 

○ ［略］ 

（4） ［略］ 

5 ［略］ 

 

第 4 ［略］ 

 

修正 

理由 

防災基本計画（平成 24 年 9 月 6 日修正）の修正に伴う所要の整理等 
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火山災害対策編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-3-39 第 13 節 県、市町村等応援協力計画 

 

第 1 基本方針 

1 市町村は、「大規模災害時における岩手県市

町村相互応援に関する協定」等に基づき、災

害時における応援協力を行う。 

 

 

2 ［略］ 

3 県、市町村その他の防災関係機関は、その

所管事務に関係する団体等と応援協定の締結

を勧め、また、あらかじめ応援部隊の活動拠

点を確保し、訓練を実施するなど、日頃から、

災害時において、協力を得られる体制の整備

に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 ［略］ 

 

第 3 ［略］ 

 

 

第 13 節 県、市町村等応援協力計画 

 

第 1 基本方針 

1 市町村は、「大規模災害時における岩手県市

町村相互応援に関する協定」等に基づき、災

害時における応援協力を行う。この場合にお

いて、県は、市町村の相互応援が円滑に進む

よう配慮する。 

2 ［略］ 

3 県、市町村その他の防災関係機関は、その

所管事務に関係する団体等と応援協定の締結

を進め、また、あらかじめ応援部隊の活動拠

点を確保し、訓練を実施するなど、日頃から、

災害時において、協力を得られる体制の整備

に努める。 

なお、応援協定の締結に当たっては、近隣

のみならず、遠方の地方公共団体や関係機関

との協定締結も考慮する。 

4 県、市町村は、大規模な災害の発生を覚知

した時は、あらかじめ締結した応援協定に基

づき、速やかに応援体制を構築する。 

5 県、市町村その他の防災関係機関は、応援

計画や受援計画を定めるよう努め、また、応

援・受援に関する連絡・要請方法の確認や応

援部隊の活動拠点の確保等を図り、訓練を実

施するなど、日頃から、災害時において、協

力を得られる体制の整備に努める。 

 

第 2 ［略］ 

 

第 3 ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

修正 

理由 

防災基本計画（平成 24 年 9 月 6 日修正）の修正に伴い、遠方の地方公共団体等との協定締結、大

規模災害発生時における応援協定に基づく応援体制の構築、応援計画等の策定に関する事項等につ

いて追加 
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火山災害対策編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-3-43 第 15 節 ボランティア活動計画 

 

第 1 基本方針 

1 ボランティア活動に対しては、その自主性

を尊重しつつ、その活動の円滑な実施が図ら

れるよう支援に努める。 

2 被災地におけるボランティア活動に対する

ニーズ把握に努める。 

3 ボランティアの受付、ボランティア活動の

調整、活動拠点の確保等その受入体制の整備

に努める。 

 

 

第 2 ［略］ 

 

第 3 実施要領 

1 ボランティアに対する協力要請 

【本編・第 3章・第 12 節・第 3・1 参照】 

2 ボランティアの受入れ 

【本編・第 3章・第 12 節・第 3・2 参照】 

3 ボランティアの活動内容 

【本編・第 3章・第 12 節・第 3・3 参照】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 15 節 防災ボランティア活動計画 

 

第 1 基本方針 

1 防災ボランティア活動に対しては、その自

主性を尊重しつつ、その活動の円滑な実施が

図られるよう支援に努める。 

2 被災地における防災ボランティア活動に対

するニーズ把握に努める。 

3 防災ボランティアの受付、防災ボランティ

ア活動の調整、活動拠点の確保、安全上の確

保、被災地におけるニーズ等の情報提供等そ

の受入体制の整備に努める。 

 

第 2 ［略］ 

 

第 3 実施要領 

1 防災ボランティアに対する協力要請 

【本編・第 3章・第 12 節・第 3・1 参照】 

2 防災ボランティアの受入れ 

【本編・第 3章・第 12 節・第 3・2 参照】 

3 防災ボランティアの活動内容 

【本編・第 3章・第 12 節・第 3・3 参照】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修正 

理由 

防災基本計画（平成 24 年 9 月 6 日修正）の修正に伴い、「ボランティア」を「防災ボランティア」

に修正するとともに、防災ボランティアの安全上の確保等について追加 
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火山災害対策編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-3-46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-47 

 

3-3-49 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-50 

第 18 節 避難・救出計画 

 

第 1 基本方針 

1 ［略］ 

2 救出救助体制を整備し、逃げ遅れた者等の

早急な救出活動を行う。 

なお、噴火形態によってはさらなる危険も

予測されることから、火山活動の状況を十分

に考慮のうえ、救出救助に当たるものとする。 

 

 

 

 

3 ［略］ 

 

第 2 ［略］ 

 

第 3 実施要領 

1 避難勧告等 

（1）避難勧告等の内容 

○ ［略］ 

○ 県本部長は、学識者等専門家との密接な

連携のもとに、必要に応じ、市町村長に対

し避難勧告等の助言を行う。 

 

 

（2）～（7） ［略］ 

2 警戒区域の設定 

（1）警戒区域の設定 

○ ［略］ 

○ 県本部長は、学識者等専門家及び防災関

係機関との密接な連携のもとに、必要に応

じ、市町村長に対し警戒区域設定の助言を

行う。 

 

○ ［略］ 

（2） ［略］ 

3 ［略］ 

第 18 節 避難・救出計画 

 

第 1 基本方針 

1 ［略］ 

2 救出救助活動を行う防災関係機関は、災害

発生当初における救出救助活動の重要性を十

分に認識し、救出救助活動に必要な人的・物

的資源を優先的に配分するなど、救出救助体

制を整備し、逃げ遅れた者等の早急な救出活

動を行う。 

なお、噴火形態によってはさらなる危険も

予測されることから、火山活動の状況を十分

に考慮のうえ、救出救助に当たるものとする。 

3 ［略］ 

 

第 2 ［略］ 

 

第 3 実施要領 

1 避難勧告等 

（1）避難勧告等の内容 

○ ［略］ 

○ 県本部長は、平常時からの火山防災協議

会での共同検討の結果を踏まえ、学識者等

専門家との密接な連携のもとに、必要に応

じ、市町村長に対し避難勧告等の助言を行

う。 

（2）～（7） ［略］ 

2 警戒区域の設定 

（1）警戒区域の設定 

○ ［略］ 

○ 県本部長は、平常時からの火山防災協議

会での検討結果を踏まえ、学識者等専門家

及び防災関係機関との密接な連携のもと

に、必要に応じ、市町村長に対し警戒区域

設定の助言を行う。 

○ ［略］ 

（2） ［略］ 

3 ［略］ 

修正 

理由 

1 防災基本計画（平成 24 年 9 月 6 日修正）の修正に伴い、災害発生当初における救出救助活動

への人的資源等の優先配分について追加 

2 防災基本計画（平成 23 年 12 月 27 日修正）の修正に伴い、火山防災協議会の位置付けを明確化 
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火山災害対策編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-3-50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-51 

4 避難所の設置、運営 

（1）避難所の設置 

○ ［略］ 

○ 避難所収容の対象となる者は、次に掲げ

る者とする。 

区分 対象者 

 ［略］ 

 

 

 

 

 

 

（2）避難所の運営 

○ 市町村本部長は、あらかじめ定める避難

計画に従い、避難所の円滑な運営に努め

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 市町村本部長は、避難者数、ボランティ

ア数、物資の種類及び数量等について偏る

ことのないよう、調整を行う。 

○ 市町村本部長は、地域住民やボランティ

ア団体等の協力を得ながら、計画的に生活

環境の整備を図る。 

ア 避難者、住民組織、支援ボランティア

等の連携による被災者の自治組織の育

成 

4 避難所の設置、運営 

（1）避難所の設置 

○ ［略］ 

○ 避難所収容の対象となる者は、次に掲げ

る者とする。 

区分 対象者 

 ［略］ 

○ 市町村本部長は、避難所の電気、水道等

のライフラインの回復に時間を要すると

見込まれる場合や、道路の途絶による孤立

が続くと見込まれる場合は、当該地域に避

難所を設置・維持することの適否を検討

し、必要な措置を講じる。 

（2）避難所の運営 

○ 市町村本部長は、あらかじめ定める避難

計画に従い、避難所の円滑な運営に努め

る。この場合において、市町村本部長は、

避難所の生活環境が常に良好なものとな

るよう、保健師、管理栄養士等による巡回

等を実施するなど、その状況把握に努め、

必要な対策を講じる。 

○ 市町村本部長は、避難所の管理者等と連

携を図り、安否情報、食料、生活必需品等

の配給及び被災者生活支援等に関する情

報を提供するものとし、避難者が適切に情

報を得られるよう、活用する媒体に配慮す

る。 

○ 市町村本部長は、避難者数、防災ボラン

ティア数、物資の種類及び数量等について

偏ることのないよう、調整を行う。 

○ 市町村本部長は、地域住民やボランティ

ア団体等の協力を得ながら、計画的に生活

環境の整備を図る。 

ア 避難者、住民組織、防災ボランティア

等の連携による被災者の自治組織の育

成 

修正 

理由 

1 防災基本計画（平成 23 年 12 月 27 日修正）の修正に伴い、避難所のライフラインの回復に時間

を要する場合等の対応及び避難者等に提供する情報の種類及び情報提供に当たって活用する媒体

への配慮について追加 

2 防災基本計画（平成 24 年 9 月 6 日修正）の修正に伴い、避難所の状況把握について追加及び

「ボランティア」を「防災ボランティア」に修正 
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火山災害対策編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-3-51 

 

 

 

 

 

イ～エ ［略］ 

オ プライバシーの確保及び男女のニー

ズの違い等男女双方の視点等への配慮 

 

カ・キ ［略］ 

○ ［略］ 

○ 市町村本部長は、学校を避難場所として

使用する場合には、応急教育の支障となら

ないよう学校長及び避難者の自治組織等

と協議を行い、必要な調整を行う。 

○ ［略］ 

（3）被災市町村以外の市町村による避難所の

設置等 

○ 被災市町村以外の市町村の避難所の設

置及び運営については、（1）及び（2）の

定めを重要する。 

（4） ［略］ 

5・6 ［略］ 

 

 

 

 

 

イ～エ ［略］ 

オ プライバシーの確保及び男女や高齢

者、障がい者、外国人等の多様なニーズ

への配慮 

カ・キ ［略］ 

○ ［略］ 

○ 市町村本部長は、学校を避難場所として

使用する場合には、応急教育の支障となら

ないよう校長及び避難者の自治組織等と

協議を行い、必要な調整を行う。 

○ ［略］ 

（3）被災市町村以外の市町村による避難所の

設置等 

○ 被災市町村以外の市町村の避難所の設

置及び運営については、（1）及び（2）の

定めを準用する。 

（4） ［略］ 

5・6 ［略］ 

7 広域一時滞在 

【本編・第 3章・第 15 節・第 3・7 参照】 

8 居住地以外の市町村への避難者に対する情

報等の提供体制 

【本編・第 3章・第 15 節・第 3・8 参照】 

修正 

理由 

1 防災基本計画（平成 24 年 9 月 6 日修正）の修正に伴い、広域一時滞在及び居住地以外の市町村

への避難者に対する情報等の提供体制について追加 

2 所要の整理 
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火山災害対策編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-3-52 

 

 

 

 

 

第 19 節 医療・保健計画 

 

第 1 基本方針 

1 ［略］ 

2 水道、電気、ガス等ライフラインの機能停

止、医療施設自体の被災による機能低下等に

対応するため、災害時における地域医療の拠

点となる災害拠点病院を整備することによ

り、後方医療体制の確保を図る。 

3～5 ［略］ 

 

第 2・第 3 ［略］ 

 

第 4 後方医療体制 

 ［略］ 

 

第 5・第 6 ［略］ 

 

第 7 保健活動の実施 

 ［略］ 

 

第 8・第 9 ［略］ 

 

 

 

 

 

第 19 節 医療・保健計画 

 

第 1 基本方針 

1 ［略］ 

2 多数の傷病者に対応するため、被災地内外

における災害拠点病院を中心とした後方医療

体制の確保を図る。 

 

 

3～5 ［略］ 

 

第 2・第 3 ［略］ 

 

第 4 後方医療活動 

 ［略］ 

 

第 5・第 6 ［略］ 

 

第 7 災害中長期における医療体制 

 ［略］ 

 

第 8・第 9 ［略］ 

 

 

 

 

修正 

理由 

所要の整理 
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火山災害対策編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-3-53 

 

 

 

 

 

第 20 節 食料、生活必需品等供給計画 

 

第 1 基本方針 

1・2 ［略］ 

 

 

 

 

第 2・第 3 ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 20 節 食料、生活必需品等供給計画 

 

第 1 基本方針 

1・2 ［略］ 

3 県、市町村その他の防災関係機関は、その

備蓄する物資の供給に関し、相互に協力する

よう努める。 

 

第 2・第 3 ［略］ 

 

修正 

理由 

防災基本計画（平成 24 年 9 月 6 日修正）の修正に伴い、防災関係機関の備蓄物資の供給の相互協

力について追加 
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火山災害対策編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-3-58 

 

 

 

 

 

第 24 節 防疫計画 

 

第 1 基本方針 

1 被災地域における感染症の発生を未然に防

止するため、防疫措置を実施する。 

2 震災により、被害が発生し、生活環境の悪

化、罹病者の病原菌に対する抵抗力の低下等

が生じた場合は、他の都道府県等の協力を得

て、防疫措置を実施する。 

 

第 2・第 3 ［略］ 

 

 

第 24 節 感染症予防計画 

 

第 1 基本方針 

被災地域における感染症の発生を未然に防

止するとともに、感染症のまん延を防止するた

め、関係機関との連携の下に、必要な措置を講

じる。 

 

 

 

第 2・第 3 ［略］ 

 

 

修正 

理由 

「防疫」を「感染症予防」に修正するなど、所要の整理 
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火山災害対策編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-3-59 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-60 

 

 

 

第 25 節 廃棄物処理・障害物除去計画 

 

第 1 基本方針 ［略］ 

 

第 2 実施機関（責任者） 

1 ［略］ 

2 障害物除去 

実施機関 担当業務 

 ［略］ 

〔県本部の担当〕 

部 課 地方支部班 担当業務 

総 務

部 

 ［略］ 

 

 

 

 

保健

福祉

部 

地域福祉

課 

福祉班 1 災害救助

法による障

害物除去事

務の総括 

 

2 住居関係

障害物の除

去 

 ［略］ 

 

第 3 実施要領 

1・2 ［略］ 

3 障害物除去 

（1）・（2） ［略］ 

 

第 25 節 廃棄物処理・障害物除去計画 

 

第 1 基本方針 ［略］ 

 

第 2 実施機関（責任者） 

1 ［略］ 

2 障害物除去 

実施機関 担当業務 

 ［略］ 

〔県本部の担当〕 

部 課等 地方支部班 担当業務 

総 務

部 

 ［略］ 

環境

生活

部 

資源循環

推進課 

保健環境班 障害物の除

去の総括 

保健

福祉

部 

地域福祉

課 

福祉班 災害救助法

による障害

物除去に係

る費用支弁

等の総括 

 

 

 

 ［略］ 

 

第 3 実施要領 

1・2 ［略］ 

3 障害物除去 

（1）・（2） ［略］ 

修正 

理由 

 岩手県災害対策本部規程の一部改正（平成 24 年 4 月 1日施行）に伴う所要の整理 
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火山災害対策編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-3-61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-62 

（3）応援の要請 

○ ［略］ 

○ 県本部長は、要請を受けた場合は、次の

措置を取る。 

ア・イ ［略］ 

ウ 県内だけでは、障害物を処理できない

場合は、本編第 13 節「県、市町村等応

援協力計画」に定めるところにより、国、

都道府県等に障害物除去用資機材の調

達若しくはあっせんを要請し、又は、本

編第 11 節「自衛隊災害派遣要請計画」

に定めるところにより、自衛隊の災害派

遣を要請する。 

○ 道路等の管理者は、障害物の除去ができ

ない場合は、次の事項を明示して、相互に、

あるいは、市町村本部長又は県本部長に対

して、応援を要請する。 

ア 障害物除去に必要な職種及び人員 

イ 障害物除去用資機材の種類・数量 

ウ 応援を要する期間 

エ 障害物除去地域、区間 

オ その他参考事項 

 

（4） ［略］ 

（5）除去後の障害物の処理 

○ 市町村本部長等は、土砂・がれきについ

ては、汚水の浸透した土砂等の消毒を行

い、次の場所に埋設し、又は投棄する。 

ア～ウ ［略］ 

○ ［略］ 

4 ［略］ 

 

 

（3）応援の要請 

○ ［略］ 

○ 県本部長は、要請を受けた場合は、次の

措置を取る。 

ア・イ ［略］ 

ウ 県内だけでは、障害物を処理できない

場合は、本編第 10 節「県、市町村等応

援協力計画」に定めるところにより、国、

都道府県等に障害物除去用資機材の調

達・あっせん若しくは障害物の広域処理

を要請し、又は、本編第 11 節「自衛隊

災害派遣要請計画」に定めるところによ

り、自衛隊の災害派遣を要請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4） ［略］ 

（5）除去後の障害物の処理 

○ 市町村本部長等は、土砂・がれきについ

ては、汚水の浸透した土砂等の消毒を行

い、次の場所に集積する。 

ア～ウ ［略］ 

○ ［略］ 

4 ［略］ 

5 建築物等の解体等による石綿の飛散防止 

○ 県本部長は、建築物等の解体等による石

綿の飛散を防止するため、事業者等に対

し、必要に応じ、大気汚染防止法に基づき

適切に解体等を行うよう指導・助言する。 

修正 

理由 

1 防災基本計画（平成 23 年 12 月 27 日修正）の修正に伴い、障害物の広域処理の要請及び建築物

等の解体等による石綿の飛散防止についてについて追加 

2 所要の整理 
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火山災害対策編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-3-63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-64 

第 26 節 行方不明者等の捜索及び遺 

体の処理・埋葬計画 

 

第 1 ［略］ 

 

第 2 実施機関 

実施機関 担当業務 

 ［略］ 

〔県本部の担当〕 

部 課 
地方支

部班 
担当業務 

 ［略］ 

環境生

活部 

県民く

らしの

安全課 

保健環

境班 

遺体の処理及び

埋葬 

保健福

祉部 

地域福

祉課 

福祉班 災害救助法によ

る死体の捜索、

処理、埋葬事務

の総括 

 

 ［略］ 

 

第 3 実施要領 

1 行方不明者及び遺体の捜索 

（1）捜索の手配 

○ 市町村本部長は、災害により行方不明者

が発生した場合は、次の事項を明らかにし

て、地方支部警察署班長に捜索の手配を行

うとともに、手配した内容等を地方支部総

務班長を通じて、県本部長に報告する。 

 

ア・イ ［略］ 

○ ［略］ 

○ 総務部総合防災室長は、地方支部総務班

長からの報告に基づき、必要と認める他の

市町村及び関係機関にその旨を連絡する。 

 

 

 

第 26 節 行方不明者等の捜索及び遺 

体の処理・埋葬計画 

 

第 1 ［略］ 

 

第 2 実施機関 

実施機関 担当業務 

 ［略］ 

〔県本部の担当〕 

部 課 
地方支

部班 
担当業務 

 ［略］ 

環境生

活部 

県民く

らしの

安全課 

保健環

境班 

遺体の埋葬 

保健福

祉部 

地域福

祉課 

福祉班 災害救助法によ

る死体の捜索、

処理、埋葬に係

る費用支弁等の

総括 

 ［略］ 

 

第 3 実施要領 

1 行方不明者及び遺体の捜索 

（1）捜索の手配 

○ 市町村本部長は、災害により行方不明者

が発生した場合は、正確な情報の収集に努

め、次の事項を明らかにして、地方支部警

察署班長に捜索の手配を行うとともに、手

配した内容等を地方支部総務班長を通じ

て、県本部長に報告する。 

ア・イ ［略］ 

○ ［略］ 

○ 総務部防災危機管理監は、地方支部総務

班長からの報告に基づき、必要と認める他

の市町村及び関係機関にその旨を連絡す

る。 

 

修正 

理由 

所要の整理 
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火山災害対策編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-3-64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-65 

 

 

 

 

（2）・（3） ［略］ 

2・3 ［略］  

 

 

4 遺体埋葬の広域調整 

【本編・第 3章・第 23 節・第 3・4 参照】 

5 災害救助法を適用した場合の死体の捜索、

処理及び埋葬 

【本編・第 3章・第 23 節・第 3・5 参照】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 市町村本部長は、行方不明者として把握

した者が、他の市町村に住民登録を行って

いることが判明した場合には、当該登録地

の市町村又は県本部長に連絡する。 

（2）・（3） ［略］ 

2・3 ［略］ 

4 遺体の埋葬 

【本編・第 3章・第 23 節・第 3・4 参照】 

5 遺体埋葬の広域調整 

【本編・第 3章・第 23 節・第 3・5 参照】 

6 災害救助法を適用した場合の死体の捜索、

処理及び埋葬 

【本編・第 3章・第 23 節・第 3・6 参照】 

 

修正 

理由 

1 防災基本計画（平成 23 年 12 月 27 日修正）の修正に伴い、他の市町村に住民登録を行っている

ことが判明した行方不明者の取扱等について追加 

2 東日本大震災津波に係る災害対応の検証結果を踏まえ、埋葬用品等の調達等について追加 

3 所要の整理 
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火山災害対策編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-3-73 第 31 節 ライフライン施設応急対策計画 

 

第 1 基本方針 

○ ［略］ 

○ 県は、停電その他の事由によりライフライ

ン施設等の稼働の継続や県民の生活の維持

のための燃料の確保が必要な場合は、岩手県

石油商業協同組合その他の業界団体等に対

し、その供給を要請し、必要に応じて、東北

経済産業局長にその確保を要請する等によ

り、燃料の確保ができるよう調整に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

第 2・第 3 ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 31 節 ライフライン施設応急対策計画 

 

第 1 基本方針 

○ ［略］ 

○ 県本部長は、停電その他の事由によりライ

フライン施設等の稼働の継続や県民の生活

の維持のための燃料の確保が必要な場合は、

岩手県石油商業協同組合その他の業界団体

等に対し、その供給を要請し、必要に応じて、

東北経済産業局長にその確保を要請する等

により、燃料の確保ができるよう調整に努め

る。 

○ 電力、ガス、上下水道、電気通信施設等の

ライフライン施設の事業者等は、他都道府県

で発生した災害における応急対策に関し、必

要に応じ、応援を実施することができるよ

う、広域的応援体制の整備に努める。 

 

第 2・第 3 ［略］ 

 

修正 

理由 

1 防災基本計画（平成 24 年 9 月 6 日修正）の修正に伴い、ライフライン事業者等による広域的応

援体制の整備について追加 

2 所要の整理 
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火山災害対策編 第 4章 災害復旧・復興計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-4-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1節 公共施設等の災害復旧計画 

 

第 1 ［略］ 

 

第 2 災害復旧事業計画 

○ ［略］ 

○ 災害復旧計画の作成及び復旧事業の実施

に当たっては、次の事項に留意する。 

ア～カ ［略］ 

 

 

 

 

 

○ ［略］ 

 

第 3・第 4 ［略］ 

 

第 5 緊急融資等の確保 

○ ［略］ 

1 国庫負担又は補助 

○ ［略］ 

（1）～（9） ［略］ 

（10） 都市災害復旧事業国庫補助に関す

る基本方針及び都市災害復旧事業事

務取扱方針について（昭和 39
．．

年 8 月

14 日建設省都市局長通達） 

（11）～（14） ［略］ 

 

（15）～（22） 

 

 

（23） ［略］ 

2・3 ［略］ 

 

 

 

 

第 1 節 公共施設等の災害復旧計画 

 

第 1 ［略］ 

 

第 2 災害復旧事業計画 

○ ［略］ 

○ 災害復旧計画の作成及び復旧事業の実施

に当たっては、次の事項に留意する。 

ア～カ ［略］ 

キ 事業の実施に当たっては、暴力団排除の

徹底に努めること。この場合において、県

警察本部長は、暴力団等の動向把握等を行

い、必要に応じ、関係機関・団体等に情報

の提供を行うこと。 

○ ［略］ 

 

第 3・第 4 ［略］ 

 

第 5 緊急融資等の確保 

○ ［略］ 

1 国庫負担又は補助 

○ ［略］ 

（1）～（9） ［略］ 

（10） 都市災害復旧事業国庫補助に関す

る基本方針及び都市災害復旧事業事

務取扱方針について（昭和 37
．．

年 8 月

14 日建設省都市局長通達） 

（11）～（14） ［略］ 

（15） 障害者総合支援法 

（16）～（23） 

（24） 公立諸学校建物其他災害復旧費補助

金交付要綱 

（25） ［略］ 

2・3 ［略］ 

 

 

 

修正 

理由 

1 防災基本計画（平成 23 年 12 月 27 日修正）の修正に伴い、事業実施に当たっての暴力団排除等

について追加 

2 所要の整理 
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火山災害対策編 第 5章 継続災害への対応方針 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-5-3 第 2節 安全確保対策 

 

第 1 ［略］ 

 

第 2 安全確保対策 

○ ［略］ 

1～3 ［略］ 

4 防疫活動 

ア 防疫計画に基づく被災現場、浸水家屋等

への消毒等 

イ ［略］ 

 

 

 

 

第 2 節 安全確保対策 

 

第 1 ［略］ 

 

第 2 安全確保対策 

○ ［略］ 

1～3 ［略］ 

4 感染症予防活動 

ア 感染症予防計画に基づく被災現場、浸水

家屋等への消毒等 

イ ［略］ 

 

 

 

 

修正 

理由 

 「防疫」を「感染症予防」に修正 
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